
	 

不適正除染に関する通報に対する対応方針	 

	 

	 

	 

不適切除染に関する通報があった場合、以下のとおり、情報集約、対応方針の決定、事実関係の調

査、事案の公表等を行うこととする。	 

	 	 

図１	 不適正除染の通報に対する対応体制	 
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図２	 対応方針の決定、現地調査及びそれらを受けての対応	 
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